
 

 

 
 

 
平成 19年 6月 6日 

各    位 
東京都千代田区麹町一丁目 4 番地 
松 井 証 券 株 式 会 社 
代 表 取 締 役 社 長   松 井  道 夫 
（ 東 京 証 券 取 引 所 第 一 部 ： 8 6 2 8 ） 
問合せ先：取締役 I R 室長   和里田  聰  

T E L ： 0 3 （ 5 2 1 6 ） 8 6 5 0 
 
 

行動ファイナンスに関わる共同研究の無期延期について 
 
 
松井証券は、行動ファイナンス*1 に関わる一橋大学大学院の研究グループとの共同研究を無
期延期することといたしましたので、お知らせいたします。 

 
 
当社は、わが国における行動ファイナンス研究の発展に寄与し、ひいては投資家の利益や市
場の発展に資することを目的として、平成 19年 5月 30日、同研究グループとの共同研究を行
う旨を公表いたしました。 
当社は、公表と期を同じくして、共同研究の実施に向け、当社のお客様の売買に関する情報
を同研究グループへ提供することについて、「個人情報の保護に関する法律」に基づき*2、お客
様に事前通知を行いました。 
この度の情報提供は、当社社員以外には個人を特定できない形式であり、かつ同研究グルー
プ員は当社オフィス内でのみ情報を閲覧、集計できるとしたものであります。個人情報の取り
扱いに関して一部誤解に基づく報道もなされておりますが、本件における事前通知という手続
は、こうした情報を提供する上で一般的に用いられている手法であります。 

 
 
しかしながら、行動ファイナンスという学問領域に関する理解そのものが広く一般に醸成さ
れているとは言えない現状にあったことは事実であり、加えて行動ファイナンスに対する当社
の説明が必ずしも十分でなかったこともあり、一部のお客様にご懸念を与えたこともまた事実
であります。 

 
こうした状況を鑑み、当社は、この度の行動ファイナンスに関わる共同研究を無期延期する
ことといたしました。事前通知の方法や研究に関する説明についてお客様からいただいたご意
見は真摯に受け止め、今後の参考とさせていただきます。 

 
以上 

 
*1 投資家は合理的に行動するとは限らないという前提に立って金融市場の現象を分析する研究分野。 
*2 個人情報を第三者に提供するための手続きには、予め本人の同意を得る方法の他、本人の求めにより提供を停止するこ
とを前提とした上で本人に予め通知、または「本人が容易に知り得る状態に置く」方法があり、今回は後者を採ってお
ります。 


